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給与規定 

 

第１章 総 則 

 

(目的) 

第１条 この規定は、当法人の業務を行う者の給与に関する事項を規定する。 

(適用範囲) 

第２条 この規定は、当法人の役職理事、定款に定める事業に従事する者及び運営にかか

わる者に摘要する。 

(給与の種類) 

第３条 給与の種類はつぎの通りとする。 

(１) 時間給 

(２) 役付手当 

(３) 業務担当手当 

(４) 業務補佐手当 

(５) その他 

 

第２章  計算及び支払方法 

 

(計算期間) 

第４条 時間給及び交通費の計算期間は、毎月１日から同月末日までとし、その間の実働

時間数及び実働通勤回数で計算する。 

(支払日及び支払方法) 

支払日は、翌月２５日前後に、原則として本人名義の金融機関の預金口座へ振込みによっ

て支払うものとする。 

(給与の控除) 

第５条 次に掲げるものは、給与から控除する。 

(１) 源泉所得税 

(２) その他法によって定められたもの 

 

   第３章 時間給 

 

(時間給ｰ 1) 

第６条 日本語教室の日本語教師への講師料は、時間給とする。 

 

(時間給-2) 

第 7 条 会計担当者への給与は、時間給とする。 

 

(時間給-３) 

第８条 事務局補佐担当者への給与は、時間給とする。 



 

第４章 諸手当 

 

(役付手当) 

第９条 役付手当は、事業担当に対し支給する。 

(１) 日本語教室担当手当 

(２) 地球っ子教室担当手当 

 

(業務担当手当) 

第１０条 次の各業務に対しそれぞれ月額手当を支給する。 

(１) 教務担当手当(日本語教室)   

(２) 教務担当手当(地球っ子教室)  

(３) 交流担当手当 

(４) 口座管理手当 

(５) 広報担当手当 

 

第５章 その他 

 

(その他) 

第１１条 上記各金額について、理事長が毎年度末に見直しを行い、新年度より摘要する

ものとする。 

第１２条 年度内であっても必要に応じ、理事長は上記以外の手当を支給することが 

できる。 

 

附則 

 

この規定は、平成２１年４月１日より適用する。 

この規定は、平成２８年４月１日に、第６条(３)の改訂と、第１０条(５)の追加をし、 

即日これを適用する。 

 


